
議案第　24号

本泉地区基盤整備促進事業に伴う字の区域の変更について

次のとおり字の区域を変更することについて､地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)

第2 6 0条第1項の規定により､本会議の議決を求める｡

平成13年3月9日

三朝町長吉田秀光

平成1 3年3月22E3億寮可決

三覇町議会議長恩薄　亭

区域を変更する �:�h,ﾈｾh暫�

字の名称 忠[ﾙ�ﾃ�)D��(ﾈ���?ｨﾋｸﾝﾘ,ﾉ&餉H,�.h.��ｲ��

大字本泉字古川 ��X鬩gｹ�(鬨ﾌ9�ﾈ,ﾉ�8暫�

大字本泉字前河原534の1､535の1､536､537の1､ 

539の1､540の1及びこれらと一体をなす国有地 

大字本泉字隈田 ��X鬩gｹ�(鬨ﾄy68,ﾉ�8暫�

大字本泉字前河原523の1､524､525の1､528の1､ 

529､530､531の1､533の1､535の3､543の 

11､及びこれらと一体をなす国有地 

大字本泉手前河原 ��X鬩gｹ�(詹��ﾘﾋH,ﾈ*H+�#8,ﾃ�CS#JCS#X,ﾃ�CS#��

の1､529､5~30､531の1､533の1､534の1､5 

35の1､535の3､536､537の1､539の1､540 

の1､543の11及びこれらと一体をなす国有地以外の区域 

大字本泉字大明神 ��X鬩gｹ�(鬩�Yk���,ﾈ*H+�3x,ﾃ�,ﾈ自YJCc3x,ﾃ8決､�,ﾈｾh暫�

大字本泉字大能638の1の一部､639の3､640の1の一部 

640の4､643の1の一部､643の2､644の1､644 

の2､645の1の一部､645の2､648の2及びこれらと- 

体をなす国有地並びに649の2と一体をなす国有地 

大字本泉字大能 ��X鬩gｹ�(鬩�Yk���3x,ﾃ�,ﾈ自YJCc3x,ﾃ2�

大字本泉字大能のうち638の1の一部､639の3､640の1 

の一部､640の4､643の1の一部､643の2､644の1 

644の2､645の1の一部､645の2､64~8の2及びこれ 

らと一体をなす国有地並びに649の2と一体をなす国有地以外の 

区域 


